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１．はじめに 

これまでの 3年半の間に 2000件を超える特許付与後手続（IPR/CBM/PGR）が請求されて

います。このたび、特許付与後手続が開始されてから最初にファイルされた Inter Parte 

Review（IPR 2012-00001）の PTABによる決定に対し、CAFCに控訴され、2015年 2月 4

日に判決が下されました（特許付与後手続に関する最初の CAFC判決）。 

 

本件は、CAFC が、特許付与後手続の決定に対してどのように審理するのかという観点のみ

ならず、CAFC が、クレーム解釈の基準に関しどのような見解を示すのかという観点からも興

味深い重要なケースであると言われています。 

 

以下に、本件の争点と CAFCの見解について説明します。 
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